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(57)【要約】
【課題】画像形成装置に特別な物理的機構がなくとも、
画像形成装置によって画像が形成された記録媒体を利用
者が回収したか否かを把握できる画像処理装置を提供す
る。
【解決手段】画像形成装置３によって画像の形成を受け
る記録媒体について、当該記録媒体を識別する識別画像
を形成する識別画像形成指示を画像形成装置３への利用
者による利用者画像形成指示に付加し、識別画像に関す
る情報と当該識別画像によって識別される記録媒体の情
報とを関連づける情報を保持し、識別画像が形成された
記録媒体を回収した利用者の指示に基づいて識別画像に
関する情報を受け入れて、当該受け入れた情報に応じて
保持された情報を更新し、保持された情報に基づいて画
像形成装置３によって画像の形成を受けた記録媒体につ
いて識別画像に関する情報を受け入れたか否かを判定す
る画像処理装置である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成装置によって画像の形成を受ける記録媒体について、当該記録媒体を識別する
識別画像を形成する識別画像形成指示を、当該画像形成装置への利用者による利用者画像
形成指示に対して付加する識別画像形成指示付加手段と、
　前記識別画像に関する情報と当該識別画像によって識別される記録媒体の情報とを関連
づける情報を保持する保持手段と、
　前記識別画像が形成された記録媒体を回収した利用者の指示に基づいて、前記識別画像
に関する情報を受け入れて、当該受け入れた情報に応じて前記保持された情報を更新する
情報更新手段と、
　前記保持された情報に基づいて、前記画像形成装置によって画像の形成を受けた記録媒
体について、前記識別画像に関する情報を受け入れたか否かを判定し、判定結果を出力す
る出力手段と、
　を含むことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記識別画像形成指示付加手段は、複数の利用者画像形成指示によって連続して画像が
形成される記録媒体を識別する識別画像を形成する識別画像形成指示を付加し、
　前記出力手段は、前記複数の利用者画像形成指示によって連続して画像が形成される記
録媒体について、前記識別画像に関する情報を受け入れたか否かを判定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記出力される判定結果に応じて、前記利用者に対して警告情報を通知する警告情報通
知手段をさらに含むことを特徴とする請求項１又は２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　画像形成装置によって画像の形成を受ける記録媒体について、当該記録媒体を識別する
識別画像を形成する識別画像形成指示を、当該画像形成装置への利用者による利用者画像
形成指示に対して付加する識別画像形成指示付加手段と、
　前記識別画像に関する情報と当該識別画像によって識別される記録媒体の情報とを関連
づける情報を保持する保持手段と、
　前記識別画像が形成された記録媒体を回収した利用者の指示に基づいて、前記識別画像
に関する情報を受け入れて、当該受け入れた情報に応じて前記保持された情報を更新する
情報更新手段と、
　前記保持された情報に基づいて、前記画像形成装置によって画像の形成を受けた記録媒
体について、前記識別画像に関する情報を受け入れたか否かを判定し、判定結果を出力す
る出力手段と、
　を含むことを特徴とする画像処理システム。
【請求項５】
　画像処理装置と、画像形成装置と、を含み、
　前記画像処理装置は、
　前記画像形成装置によって画像の形成を受ける記録媒体について、当該記録媒体を識別
する識別画像を形成する識別画像形成指示を、当該画像形成装置への利用者による利用者
画像形成指示に対して付加する識別画像形成指示付加手段と、
　前記識別画像に関する情報と当該識別画像によって識別される記録媒体の情報とを関連
づける情報を保持する保持手段と、
　前記識別画像が形成された記録媒体を回収した利用者の指示に基づいて、前記識別画像
に関する情報を受け入れて、当該受け入れた情報に応じて前記保持された情報を更新する
情報更新手段と、
　前記保持された情報に基づいて、前記画像形成装置によって画像の形成を受けた記録媒
体について、前記識別画像に関する情報を受け入れたか否かを判定し、判定結果を出力す
る出力手段と、
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　を含み、
　前記画像形成装置は、
　前記識別画像形成指示の付加された前記利用者画像形成指示に基づいて、記録媒体上に
前記識別画像を含む画像を形成する画像形成手段
　を含む
　ことを特徴とする画像処理形成システム。
【請求項６】
　画像形成装置によって画像の形成を受ける記録媒体について、当該記録媒体を識別する
識別画像を形成する識別画像形成指示を、当該画像形成装置への利用者による利用者画像
形成指示に対して付加する識別画像形成指示付加手段、
　前記識別画像に関する情報と当該識別画像によって識別される記録媒体の情報とを関連
づける情報を保持手段に保持させる手段、
　前記識別画像が形成された記録媒体を回収した利用者の指示に基づいて、前記識別画像
に関する情報を受け入れて、当該受け入れた情報に応じて前記保持された情報を更新する
情報更新手段、及び
　前記保持された情報に基づいて、前記画像形成装置によって画像の形成を受けた記録媒
体について、前記識別画像に関する情報を受け入れたか否かを判定し、判定結果を出力す
る出力手段、
　としてコンピュータを機能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像処理装置、画像処理システム、画像処理形成システム、及びプログラム
に関する。
【背景技術】
【０００２】
　プリンタなどの画像形成装置が紙などの記録媒体上に画像を形成した場合、この画像形
成装置の利用者は、画像の形成された記録媒体を排紙部などから回収する必要がある。そ
こで、利用者が記録媒体を回収したか否かを把握するため、種々の技術が提案されている
。例えば、排紙部に備えられたセンサにより、記録媒体が排紙部上に放置されているか否
かを検出する技術がある（例えば特許文献１参照）。また、非接触型ＩＣタグが埋め込ま
れた記録媒体に画像を形成し、排紙部にある記録媒体に埋め込まれたＩＣタグの情報をＩ
Ｃタグリーダが読み取ることによって、排紙部に記録媒体が放置されているか否かを検出
する技術がある（例えば特許文献２参照）。また、画像形成後に利用者端末上に確認メッ
セージを表示させ、当該確認メッセージに応答する利用者の指示操作に応じて、他の利用
者端末上に用紙の回収を促す確認メッセージを表示させる技術がある（例えば特許文献３
参照）。
【特許文献１】特開２００２－６７４５７号公報
【特許文献２】特開２００４－２２３９６６号公報
【特許文献３】特開２００４－３４５１１７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、画像形成装置に特別な物理的機構がなくとも、画像形成装置によって画像が
形成された記録媒体を利用者が回収したか否かを把握できる画像処理装置、画像処理シス
テム、画像処理形成システム及びプログラムを提供することを、その目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明に係る画像処理装置は、画像形成装置によって画像の形成を受ける記録媒体につ
いて、当該記録媒体を識別する識別画像を形成する識別画像形成指示を、当該画像形成装
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置への利用者による利用者画像形成指示に対して付加する識別画像形成指示付加手段と、
前記識別画像に関する情報と当該識別画像によって識別される記録媒体の情報とを関連づ
ける情報を保持する保持手段と、前記識別画像が形成された記録媒体を回収した利用者の
指示に基づいて、前記識別画像に関する情報を受け入れて、当該受け入れた情報に応じて
前記保持された情報を更新する情報更新手段と、前記保持された情報に基づいて、前記画
像形成装置によって画像の形成を受けた記録媒体について、前記識別画像に関する情報を
受け入れたか否かを判定し、判定結果を出力する出力手段と、を含むことを特徴とする。
【０００５】
　また、上記画像処理装置において、前記識別画像形成指示付加手段は、複数の利用者画
像形成指示によって連続して画像が形成される記録媒体を識別する識別画像を形成する識
別画像形成指示を付加し、前記出力手段は、前記複数の利用者画像形成指示によって連続
して画像が形成される記録媒体について、前記識別画像に関する情報を受け入れたか否か
を判定することとしてもよい。
【０００６】
　また、上記画像処理装置は、前記出力される判定結果に応じて、前記利用者に対して警
告情報を通知する警告情報通知手段をさらに含むこととしてもよい。
【０００７】
　また、本発明に係る画像処理システムは、画像形成装置によって画像の形成を受ける記
録媒体について、当該記録媒体を識別する識別画像を形成する識別画像形成指示を、当該
画像形成装置への利用者による利用者画像形成指示に対して付加する識別画像形成指示付
加手段と、前記識別画像に関する情報と当該識別画像によって識別される記録媒体の情報
とを関連づける情報を保持する保持手段と、前記識別画像が形成された記録媒体を回収し
た利用者の指示に基づいて、前記識別画像に関する情報を受け入れて、当該受け入れた情
報に応じて前記保持された情報を更新する情報更新手段と、前記保持された情報に基づい
て、前記画像形成装置によって画像の形成を受けた記録媒体について、前記識別画像に関
する情報を受け入れたか否かを判定し、判定結果を出力する出力手段と、を含むことを特
徴とする。
【０００８】
　また、本発明に係る画像処理形成システムは、画像処理装置と、画像形成装置と、を含
み、前記画像処理装置は、前記画像形成装置によって画像の形成を受ける記録媒体につい
て、当該記録媒体を識別する識別画像を形成する識別画像形成指示を、当該画像形成装置
への利用者による利用者画像形成指示に対して付加する識別画像形成指示付加手段と、前
記識別画像に関する情報と当該識別画像によって識別される記録媒体の情報とを関連づけ
る情報を保持する保持手段と、前記識別画像が形成された記録媒体を回収した利用者の指
示に基づいて、前記識別画像に関する情報を受け入れて、当該受け入れた情報に応じて前
記保持された情報を更新する情報更新手段と、前記保持された情報に基づいて、前記画像
形成装置によって画像の形成を受けた記録媒体について、前記識別画像に関する情報を受
け入れたか否かを判定し、判定結果を出力する出力手段と、を含み、前記画像形成装置は
、前記識別画像形成指示の付加された前記利用者画像形成指示に基づいて、記録媒体上に
前記識別画像を含む画像を形成する画像形成手段を含むことを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明に係るプログラムは、画像形成装置によって画像の形成を受ける記録媒体
について、当該記録媒体を識別する識別画像を形成する識別画像形成指示を、当該画像形
成装置への利用者による利用者画像形成指示に対して付加する識別画像形成指示付加手段
、前記識別画像に関する情報と当該識別画像によって識別される記録媒体の情報とを関連
づける情報を保持手段に保持させる手段、前記識別画像が形成された記録媒体を回収した
利用者の指示に基づいて、前記識別画像に関する情報を受け入れて、当該受け入れた情報
に応じて前記保持された情報を更新する情報更新手段、及び前記保持された情報に基づい
て、前記画像形成装置によって画像の形成を受けた記録媒体について、前記識別画像に関
する情報を受け入れたか否かを判定し、判定結果を出力する出力手段、としてコンピュー
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タを機能させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１，４，５又は６に係る発明によれば、本構成を有していない場合に比較して、
画像形成装置に特別な物理的機構がなくとも、画像形成装置によって画像が形成された記
録媒体を利用者が回収したか否かを把握できる。
【００１１】
　また、請求項２に係る発明によれば、記録媒体を回収した利用者が、識別画像に関する
情報を入力する指示を行う手間を減らすことができる。
【００１２】
　また、請求項３に係る発明によれば、利用者が記録媒体を回収しない場合に、利用者に
対してその旨を通知することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。本発明の一実施形
態に係る画像処理形成システムは、図１に示すように、画像処理装置１と、画像形成装置
３と、を含んでなる。画像処理装置１及び画像形成装置３は、電気通信回線を介して接続
されているものとする。
【００１４】
　画像処理装置１は、例えばプリントサーバなどであって、図１に示すように、制御部１
１と、記憶部１２と、通信部１３と、を含んで構成されている。また、ここでは画像処理
装置１は、電気通信回線を介して利用者端末２と接続されているものとする。
【００１５】
　制御部１１は、例えばＣＰＵ等であって、記憶部１２に格納されているプログラムに従
って動作する。本実施形態においては、制御部１１は、電気通信回線を介して利用者端末
２から送信された画像形成指示に対して、後述する識別画像形成指示を付加し、画像形成
装置３に対して出力する。また、利用者端末２から送信される識別画像に関する情報を受
け入れる。本実施形態において制御部１１が実行する処理の例については、後述する。
【００１６】
　記憶部１２は、制御部１１によって実行されるプログラムを保持する情報記憶媒体であ
って、例えばＲＡＭやＲＯＭ等のメモリ素子とディスクデバイス等との少なくとも一方を
含んで構成されている。また、記憶部１２は、制御部１１のワークメモリとしても動作す
る。
【００１７】
　通信部１３は、例えばモデムやＬＡＮカード等の通信インタフェースであって、制御部
１１からの指示に従って、電気通信回線を介して情報を送信する。また、通信部１３は、
電気通信回線を介して到来する情報を受信して制御部１１に出力する。
【００１８】
　利用者端末２は、例えばパーソナルコンピュータ等の、本実施形態に係る画像処理形成
システムを利用する利用者が使用する情報処理装置である。本実施形態においては、利用
者端末２は利用者の操作指示に基づいて、例えばページ記述言語（ＰＤＬ）等により記述
された画像形成指示を画像処理装置１に対して送信する。なお、利用者端末２は、画像処
理装置１に対して複数接続されてもよい。
【００１９】
　画像形成装置３は、例えばプリンタや複写機等であって、画像処理装置１から送信され
た画像形成指示に基づいて、紙などの記録媒体上に指示された画像を形成する。画像形成
装置３も、画像処理装置１に対して複数接続されていてもよい。
【００２０】
　画像処理装置１は、機能的には、図２に示すように、形成指示付加部２１と、情報受け
入れ部２２と、判定部２３と、警告情報通知部２４と、を含んで構成されている。これら
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の機能は、例えば制御部１１が記憶部１２に格納されたプログラムを実行することにより
実現できる。このプログラムは、インターネット等の電気通信回線を介して提供されても
よいし、例えばＣＤ－ＲＯＭやＤＶＤ－ＲＯＭ等のコンピュータで読み取り可能な各種情
報記録媒体に格納されて提供されるものであってもよい。
【００２１】
　形成指示付加部２１は、画像形成装置３への利用者による画像形成指示を取得する。そ
して、形成指示付加部２１が取得したこの画像形成指示を利用者画像形成指示と称する。
本実施例では、利用者端末２から送信された画像形成指示が、利用者画像形成指示である
。なお、この利用者画像形成指示は、当該画像形成指示を送信した利用者端末２を特定す
るＩＰアドレス等の端末特定情報や、当該画像形成指示の送信を指示した利用者を特定す
るユーザ名等の利用者特定情報を含んでもよい。また、当該利用者の電子メールアドレス
などの通知先情報を含んでもよい。
【００２２】
　さらに形成指示付加部２１は、取得した利用者画像形成指示に対して、識別画像形成指
示を付加する。ここで識別画像形成指示は、利用者画像形成指示に応じて画像形成装置３
によって画像の形成を受ける記録媒体を識別する識別画像を形成する画像形成指示である
。この記録媒体は、後に画像形成装置３の排紙部に出力されて、利用者による回収の対象
となる。
【００２３】
　識別画像は、回収の対象となる記録媒体を識別するための画像であって、例えば画像処
理装置１が乱数によって生成した文字列（解除キー）を表す画像である。あるいは、乱数
によって生成されたデータに基づく符号を表す画像（コード画像）であってもよい。この
コード画像は、例えば乱数によって生成されたデータが埋め込まれたバーコードやＱＲコ
ード（登録商標）などを表す画像である。なお、これら複数の態様の識別画像は、組み合
わせて用いられることとしてもよい。
【００２４】
　具体的に、形成指示付加部２１は、以下に例示する方法で識別画像形成指示の付加を行
う。すなわち、例えば形成指示付加部２１は、利用者画像形成指示に含まれる画像のうち
、少なくとも一部の画像の所定位置に識別画像を埋め込むことにより、識別画像形成指示
の付加を行ってもよい。具体例として、形成指示付加部２１は、利用者画像形成指示に含
まれる画像のうち、最後に形成される画像に識別画像を埋め込む。この場合、画像形成装
置３が利用者画像形成指示に応じて最後に画像を形成する記録媒体には、元から利用者画
像形成指示に含まれる画像とともに、識別画像が形成されることとなる。なお、最後に形
成される画像以外の画像に識別画像を埋め込んでもよい。また、複数の画像に識別画像を
埋め込んでもよい。
【００２５】
　あるいは、形成指示付加部２１は、利用者画像形成指示に含まれる画像が形成される記
録媒体とは別の記録媒体上に識別画像を形成する画像形成指示を付加することとしてもよ
い。これにより、画像形成装置３は、利用者画像形成指示に応じた画像を記録媒体上に形
成するとともに、これとは別の記録媒体上に識別画像を形成して、当該記録媒体を排紙部
に出力する。具体例として、形成指示付加部２１は、利用者画像形成指示の後に、識別画
像を形成する画像形成指示を付加する。これにより、画像形成装置３は、利用者画像形成
指示に応じた画像が形成された記録媒体を排紙部に出力した後、続けて識別画像が形成さ
れた記録媒体を出力する。
【００２６】
　また、この場合において、形成指示付加部２１は、複数の記録媒体に識別画像を形成す
る画像形成指示を付加してもよい。例えば、利用者画像形成指示の前後に識別画像を形成
する画像形成指示を付加することにより、画像形成装置３は、利用者画像形成指示に応じ
て画像の形成された記録媒体を排紙部に出力する際に、その最初と最後に識別画像が形成
された記録媒体を出力する。このとき、最初に出力される媒体と最後に出力される媒体と
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で異なる識別画像が形成されるよう識別画像形成指示を付加することが好適である。
【００２７】
　図３は、識別画像が形成された記録媒体の一例を示す説明図である。この図の例におい
ては、利用者画像形成指示を行った利用者を特定する利用者特定情報（ユーザ名）、利用
者画像形成指示を特定する指示特定情報（ジョブ名）、及び解除キーとなる文字列を表す
識別画像が記録媒体上に形成されている。
【００２８】
　また、画像形成装置３によって複数の文書を区切る文書区切り用の記録媒体（バナーシ
ート等）が出力される場合、形成指示付加部２１は、当該文書区切り用の記録媒体に識別
画像を形成する識別画像形成指示を付加してもよい。
【００２９】
　識別画像は、例えば１つの利用者画像形成指示によって形成される記録媒体を単位とし
て、記録媒体を識別する。この場合、利用者画像形成指示のそれぞれに、当該利用者画像
形成指示によって形成される記録媒体全体を識別する識別画像を形成する識別画像形成指
示が付加される。
【００３０】
　あるいは、識別画像は、複数の利用者画像形成指示によって連続して画像が形成される
記録媒体を識別することとしてもよい。形成指示付加部２１は、例えば利用者特定情報に
基づいて複数の利用者画像形成指示を選択するグループ化処理を実行し、当該選択された
複数の利用者画像形成指示に対して識別画像形成指示を付加する。この場合、選択された
利用者画像形成指示は連続して画像形成装置３に対して出力され、画像形成装置３は選択
された利用者画像形成指示に応じた画像の形成を連続して行うこととする。これにより、
例えば同じ利用者の指示操作に基づく画像形成指示に対して連続して画像形成が実行され
、当該利用者が回収すべき記録媒体はまとめて排紙部に出力される。これに続いて、まと
めて出力された複数の記録媒体を識別する識別画像が形成された記録媒体が、排紙部に出
力される。
【００３１】
　また、識別画像は、利用者による画像形成開始の指示に応じて、連続して排紙部に出力
される記録媒体を識別するものであってもよい。例えば画像処理装置１は、利用者の指示
操作を受け付ける操作部を備え、当該操作部に対する利用者の指示操作があるまで利用者
端末２から受け入れた画像形成指示を画像形成装置３に対して出力せずに保持する場合が
ある。この場合、画像処理装置１は、当該利用者の操作部に対する画像形成開始を指示す
る操作に応じて、画像形成装置３に対して画像形成開始の指示がなされた画像形成指示を
出力する。この場合において、利用者は自分が画像処理装置１に対して送信した画像形成
指示を複数個まとめて画像形成開始を指示することができるものとすると、この画像形成
開始の指示がなされた複数個の画像形成指示に対して、形成指示付加部２１は識別画像形
成指示を付加する。これにより、利用者の画像形成開始の指示に応じてまとめて排紙部に
出力される記録媒体に対して、これら複数の記録媒体を識別する識別画像が形成された記
録媒体が排紙部に出力される。
【００３２】
　図４は、形成指示付加部２１が複数の利用者画像形成指示に対して識別画像形成指示を
付加した場合に、この識別画像形成指示が付加された利用者画像形成指示に基づいて画像
形成装置３が出力する記録媒体の一例である。ここでは、画像形成指示Ｊａ及びＪｂの２
つの画像形成指示に対して、識別画像形成指示が付加されているものとする。この場合、
図４に示されるように、画像形成指示Ｊａにより複数の記録媒体Ｍａが、画像形成指示Ｊ
ｂにより複数の記録媒体Ｍｂが、さらに識別画像形成指示に応じて識別画像の形成された
１つの記録媒体Ｍｉが、連続して排紙部に出力される。なお、図中においては、紙面奥に
配置されている記録媒体が先に出力される記録媒体を、手前に配置されている記録媒体が
後に出力される記録媒体を表している。
【００３３】
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　また、本実施形態においては、形成指示付加部２１は、識別画像を生成して利用者画像
形成指示に識別画像形成指示を付加した場合に、当該識別画像によって識別される記録媒
体に関する情報を、記録媒体管理テーブルに追加するものとする。
【００３４】
　ここで、記録媒体管理テーブルは、記憶部１２に保持されるデータであって、識別画像
に関する情報と、当該識別画像によって識別される記録媒体の情報と、を対応づけるテー
ブルである。また、記録媒体管理テーブルは、さらに当該記録媒体を回収すべき利用者を
特定する利用者特定情報や、通知先情報、出力日時、記録媒体枚数などの情報を関連づけ
るものであってもよい。さらに、当該記録媒体が回収されたか否かを示すフラグ情報が関
連づけられてもよい。この場合、例えばフラグ情報は「TRUE」か「FALSE」かのいずれか
の値であって、初期値としては「FALSE」が記録媒体管理テーブルに格納されることとす
る。
【００３５】
　図５は、記録媒体管理テーブルに格納される内容の一例を示す説明図である。図５の例
においては、識別画像によって識別される記録媒体の情報は、当該記録媒体を形成する画
像形成指示（ジョブ）を特定する指示特定情報（ジョブ名）によって表されている。また
、識別画像に関する情報は、当該識別画像によって表される解除キーの文字列である。
【００３６】
　情報受け入れ部２２は、識別画像が形成された記録媒体を回収した利用者の指示に基づ
いて、識別画像に関する情報を受け入れる。具体的に、例えば利用者は利用者端末２に対
して以下に例示する方法で識別画像に関する情報を入力する。これに応じて、利用者端末
２から送信される情報を受信することにより、情報受け入れ部２２は識別画像に関する情
報を受け入れる。
【００３７】
　ここで利用者が利用者端末２に対して識別画像に関する情報を入力する方法のいくつか
の例について、説明する。例えば識別画像が解除キーとなる文字列を表す画像である場合
、利用者はキーボードから当該文字列を入力することができる。ここで、例えば画像処理
装置１はウェブサーバとして動作し、利用者に文字列を入力させるためのウェブページを
生成し、出力することとしてもよい。利用者端末２は、例えばウェブブラウザ等のプログ
ラムを実行し、画像処理装置１から受信したウェブページを画面上に表示する。そして、
利用者の入力した文字列を、識別画像に関する情報として画像処理装置１に対して送信す
る。
【００３８】
　また、後述する警告情報通知部２４によって通知された警告情報が利用者端末２に表示
される場合、当該警告情報を表示する画面に対して、利用者は識別画像に関する情報を入
力することとしてもよい。
【００３９】
　また、識別画像がバーコードやＱＲコードなどのコード画像である場合、利用者端末２
は画像読み取り部を備え、当該画像読み取り部によって記録媒体上に形成されたコード画
像を読み取ることとしてもよい。ここで画像読み取り部はスキャナ等の光学的に画像を読
み取るデバイスである。利用者端末２は、画像読み取り部が読み取った画像に含まれるコ
ード画像に対して所定の復号処理を実行し、当該コード画像に埋め込まれたデータを復号
する。利用者端末２は、この復号されたデータを、識別画像に関する情報として画像処理
装置１に対して送信する。
【００４０】
　なお、この場合において、情報受け入れ部２２が受け入れる情報には、識別画像に関す
る情報とともに、当該情報を送信する利用者を特定するユーザ名等の利用者特定情報が含
まれてもよい。また、画像処理装置１は、識別画像に関する情報を受け入れる前に事前に
利用者特定情報を受け入れて、予め保持するパスワード情報等を用いて当該利用者の認証
を行ったうえで、識別画像に関する情報の入力を促すこととしてもよい。
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【００４１】
　さらに、本実施形態においては、情報受け入れ部２２は、受け入れた情報に応じて、記
録媒体管理テーブルを更新することとする。具体的には、受け入れた識別画像に関する情
報に応じて、当該識別画像によって識別される記録媒体に関する情報に関連づけられたフ
ラグ情報を、当該記録媒体が回収されたことを示す値（ここでは「TRUE」）に更新する。
さらにこの場合において、当該記録媒体に関連づけられた利用者特定情報と、受け入れた
情報に含まれる利用者特定情報とを比較し、両者が一致する場合に、当該記録媒体が回収
されたことを示す値への更新を行うこととしてもよい。また、情報受け入れ部２２は、フ
ラグ情報の更新に代えて、当該記録媒体に関するレコードそのものを記録媒体管理テーブ
ルから削除することとしてもよい。
【００４２】
　ここで、情報受け入れ部２２が実行する処理の一例について、図６のフロー図に基づい
て説明する。まず情報受け入れ部２２は、利用者端末２から送信される情報を受け入れる
ことにより、識別画像に関する情報及び利用者特定情報を取得する（Ｓ１）。そして、Ｓ
１で取得した識別画像に関する情報及び利用者特定情報に一致するレコードが記録媒体管
理テーブルに含まれるか否かを判定する（Ｓ２）。Ｓ２の処理で、条件を満たすレコード
が含まれないと判定した場合には、処理を終了する。
【００４３】
　一方、Ｓ２の処理で条件を満たすレコードが含まれると判定した場合、さらに情報受け
入れ部２２は、当該レコードに含まれるフラグ情報を参照し、当該フラグ情報が記録媒体
が回収されていないことを示す値（ここでは「FALSE」）か否かを判定する（Ｓ３）。「F
ALSE」ではないと判定した場合には、処理を終了する。一方、「FALSE」であると判定し
た場合には、当該フラグ情報を「TRUE」に更新し（Ｓ４）、処理を終了する。以上の処理
は、利用者端末２から識別画像に関する情報が送信される都度、実行される。
【００４４】
　判定部２３は、画像形成装置３によって画像の形成を受けて、利用者による回収の対象
となる記録媒体について、識別画像に関する情報を受け入れたか否かを判定し、判定結果
を出力する。
【００４５】
　具体的に、例えば判定部２３は記録媒体管理テーブルに基づいて当該判定を行う。記録
媒体管理テーブルにおいて、回収対象となる各記録媒体に関する情報にフラグ情報が関連
づけられており、情報受け入れ部２２が受け入れた情報に応じて当該フラグ情報を更新す
る場合には、このフラグ情報を参照することにより、各記録媒体について、識別画像に関
する情報を受け入れたか否かを判定できる。
【００４６】
　あるいは、情報受け入れ部２２が受け入れた情報に応じて記録媒体管理テーブルからレ
コードを削除する場合には、記録媒体管理テーブルに判定対象となる記録媒体に関するレ
コードがあるか否かによって、識別画像に関する情報を受け入れたか否かを判定できる。
【００４７】
　警告情報通知部２４は、判定部２３による判定結果に応じて所定の警告情報を出力する
ことで、利用者に対して警告情報を通知する。この場合において、警告情報通知部２４は
、警告情報通知の対象となる記録媒体に関連づけられた利用者特定情報や、通知先情報に
基づいて、警告情報の通知先を決定できる。これにより、利用者に対して警告情報を通知
できる。
【００４８】
　一例として、警告情報通知部２４は、判定部２３による判定結果により、識別画像に関
する情報を受け入れていないと判定される記録媒体（以下、未回収媒体という）を出力す
る画像形成指示を行った利用者に対して、警告情報を通知する。また、警告情報通知部２
４は、この警告情報を通知する処理を実行する時点と、各記録媒体を出力する画像形成指
示が画像形成装置３に送信された出力日時の情報と、を比較して、未回収媒体の出力から
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所定時間以上経過していると判定した場合に、警告情報を通知することとしてもよい。な
お、判定部２３及び警告情報通知部２４は、例えば所定時間おきに未回収媒体があるか否
かの判定を行い、警告情報を通知する処理を実行することとしてもよい。
【００４９】
　この警告情報は、例えば利用者端末２に電子メールとして送信される。また、利用者端
末２において実行される警告情報表示用プログラムに対して送信されることとしてもよい
。これらの場合において、通知される警告情報は、利用者ごとに異なるものであってもよ
いし、共通するものであってもよい。例えば警告情報には、未回収媒体に関する情報、未
回収媒体を出力する画像形成指示を行った利用者の情報、未回収媒体が出力されてから経
過した時間の情報、などが含まれてもよい。
【００５０】
　また、画像処理装置１は、判定部２３による判定結果に応じて、以下の処理を実行する
こととしてもよい。
【００５１】
　例えば画像処理装置１は、管理者の指示操作に応じて、未回収媒体に関する情報を、表
示部に表示させることとしてもよい。また、管理者は、回収されずに画像形成装置３の排
出部に放置された記録媒体を廃棄する場合に、判定部２３による判定結果に応じて、未回
収媒体を出力する画像形成指示を行った利用者に対して、記録媒体を廃棄する旨の情報を
通知することとしてもよい。
【００５２】
　また、画像処理装置１は、新たな画像形成指示を受け入れた場合に、以下の処理を実行
してもよい。すなわち、記録媒体管理テーブルを参照して、当該画像形成指示を行った利
用者に関連づけられた未回収媒体に関する情報を取得する。そして、当該取得した情報が
所定の条件を満たす場合、新たに受け入れた画像形成指示に対する処理を中止し、その旨
を利用者に対して通知する。
【００５３】
　例えば、当該利用者が画像形成指示を行った未回収媒体が所定の枚数以上ある場合に、
画像処理装置１は新たに受け入れた画像形成指示に対する処理を中止する。また、未回収
媒体が出力されてから経過した時間が所定値以上となった場合に、新たに受け入れた画像
形成指示に対する処理を中止してもよい。
【００５４】
　なお、本発明の実施の形態は、以上説明したものに限られるものではない。例えば、画
像形成装置３は記録媒体上に画像を形成する各種の装置であってよい。一例として、画像
形成装置３はファクシミリ受信装置であってもよい。また、画像処理装置１は、画像形成
装置３と一体に構成されていてもよい。
【００５５】
　また、以上の説明において画像処理装置１が実現することとした機能は、複数の装置か
らなる画像処理システムによって実現されることとしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の実施の形態に係る画像処理装置の構成及びその接続例を表すブロック図
である。
【図２】本発明の実施の形態に係る画像処理装置の機能を表す機能ブロック図である。
【図３】識別画像が形成された記録媒体の一例を示す説明図である。
【図４】画像形成装置によって画像が形成された記録媒体の一例を示す説明図である。
【図５】記録媒体管理テーブルの一例を示す説明図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る画像処理装置によって実行される処理の一例を示すフ
ロー図である。
【符号の説明】
【００５７】
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　１　画像処理装置、２　利用者端末、３　画像形成装置、１１　制御部、１２　記憶部
、１３　通信部、２１　形成指示付加部、２２　情報受け入れ部、２３　判定部、２４　
警告情報通知部。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】
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【手続補正書】
【提出日】平成19年8月30日(2007.8.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者による画像形成装置への利用者画像形成指示を取得する取得手段と、
　前記利用者画像形成指示を取得した場合に、前記画像形成装置に対して、前記利用者画
像形成指示によって画像の形成を受ける記録媒体を識別する識別画像を形成する識別画像
形成指示を行う識別画像形成指示手段と、
　前記識別画像に関する情報と当該識別画像によって識別される記録媒体の情報とを関連
づける情報を保持する保持手段と、
　前記識別画像が形成された記録媒体を回収した利用者の指示に基づいた前記識別画像に
関する情報の受け入れに応じて、前記保持手段が前記識別画像に関する情報に関連づけて
保持する情報を更新する情報受け入れ手段と、
　前記保持手段が保持する情報に対してなされた前記更新の有無に基づいて、前記画像形
成装置によって画像の形成を受けた記録媒体について、前記識別画像に関する情報を受け
入れたか否かを判定し、判定結果を出力する出力手段と、
　を含むことを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記取得手段は、複数の利用者画像形成指示を取得し、
　前記識別画像形成指示手段は、前記複数の利用者画像形成指示を取得した場合に、前記
画像形成装置に対して、前記複数の利用者画像形成指示によって連続して画像が形成され
る記録媒体を識別する識別画像を形成する識別画像形成指示を行い、
　前記出力手段は、前記複数の利用者画像形成指示によって連続して画像が形成される記
録媒体について、前記識別画像に関する情報を受け入れたか否かを判定する
　ことを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記判定の結果、前記識別画像に関する情報を受け入れていないと判定される場合に、
前記利用者に対して前記判定結果に応じた情報を通知する警告情報通知手段をさらに含む
ことを特徴とする請求項１又は２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　利用者による画像形成装置への利用者画像形成指示を取得する取得手段と、
　前記利用者画像形成指示を取得した場合に、前記画像形成装置に対して、前記利用者画
像形成指示によって画像の形成を受ける記録媒体を識別する識別画像を形成する識別画像
形成指示を行う識別画像形成指示手段と、
　前記識別画像に関する情報と当該識別画像によって識別される記録媒体の情報とを関連
づける情報を保持する保持手段と、
　前記識別画像が形成された記録媒体を回収した利用者の指示に基づいた前記識別画像に
関する情報の受け入れに応じて、前記保持手段が前記識別画像に関する情報に関連づけて
保持する情報を更新する情報受け入れ手段と、
　前記保持手段が保持する情報に対してなされた前記更新の有無に基づいて、前記画像形
成装置によって画像の形成を受けた記録媒体について、前記識別画像に関する情報を受け
入れたか否かを判定し、判定結果を出力する出力手段と、
　を含むことを特徴とする画像処理システム。
【請求項５】
　画像処理装置と、画像形成装置と、を含み、



(14) JP 2008-35157 A 2008.2.14

　前記画像処理装置は、
　利用者による画像形成装置への利用者画像形成指示を取得する取得手段と、
　前記利用者画像形成指示を取得した場合に、前記画像形成装置に対して、前記利用者画
像形成指示によって画像の形成を受ける記録媒体を識別する識別画像を形成する識別画像
形成指示を行う識別画像形成指示手段と、
　前記識別画像に関する情報と当該識別画像によって識別される記録媒体の情報とを関連
づける情報を保持する保持手段と、
　前記識別画像が形成された記録媒体を回収した利用者の指示に基づいた前記識別画像に
関する情報の受け入れに応じて、前記保持手段が前記識別画像に関する情報に関連づけて
保持する情報を更新する情報受け入れ手段と、
　前記保持手段が保持する情報に対してなされた前記更新の有無に基づいて、前記画像形
成装置によって画像の形成を受けた記録媒体について、前記識別画像に関する情報を受け
入れたか否かを判定し、判定結果を出力する出力手段と、
　を含み、
　前記画像形成装置は、
　前記識別画像形成指示及び前記利用者画像形成指示に基づいて、記録媒体上に前記識別
画像を含む画像を形成する画像形成手段
　を含む
　ことを特徴とする画像処理形成システム。
【請求項６】
　利用者による画像形成装置への利用者画像形成指示を取得する取得手段、
　前記利用者画像形成指示を取得した場合に、前記画像形成装置に対して、前記利用者画
像形成指示によって画像の形成を受ける記録媒体を識別する識別画像を形成する識別画像
形成指示を行う識別画像形成指示手段、
　前記識別画像に関する情報と当該識別画像によって識別される記録媒体の情報とを関連
づける情報を保持手段に保持させる手段、
　前記識別画像が形成された記録媒体を回収した利用者の指示に基づいた前記識別画像に
関する情報の受け入れに応じて、前記保持手段が前記識別画像に関する情報に関連づけて
保持する情報を更新する情報受け入れ手段、及び
　前記保持手段が保持する情報に対してなされた前記更新の有無に基づいて、前記画像形
成装置によって画像の形成を受けた記録媒体について、前記識別画像に関する情報を受け
入れたか否かを判定し、判定結果を出力する出力手段、
　としてコンピュータを機能させることを特徴とするプログラム。
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